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告         示 

兵庫県告示第109号の２ 

 兵庫県公報発行規則（昭和37年兵庫県規則第83号）第４条第１項の規定に基づき、兵庫県公報の閲覧所の場

所を次のとおり定めたので、告示する。 

  平成20年２月１日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

兵庫県公報の閲覧所の場所 

神戸市中央区下山手通４丁目16番３号 兵庫県民会館（企画管理部教育・情報局県民情報センター内） 

尼崎市東難波町５丁目21番８号 尼崎総合庁舎（阪神南県民情報センター内） 

宝塚市旭町２丁目４番15号 宝塚総合庁舎（阪神北県民情報センター内） 

加古川市加古川町寺家町97番地の１ 加古川総合庁舎（東播磨県民情報センター内） 

加東市社1075番地２ 社総合庁舎（北播磨県民情報センター内） 

姫路市北条１丁目98番地 姫路総合庁舎（中播磨県民情報センター内） 

赤穂郡上郡町光都２丁目25番地 西播磨総合庁舎（西播磨県民情報センター内） 

豊岡市幸町７番11号 豊岡総合庁舎（但馬県民情報センター内） 

丹波市柏原町柏原688番地 柏原総合庁舎（丹波県民情報センター内） 

洲本市塩屋２丁目４番５号 洲本総合庁舎（淡路県民情報センター内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兵庫県公報
発  行  人 

兵   庫   県 
神戸市中央区下山手通 

5丁目10番1号 

毎週火曜日及び金曜日発行、 

その日が休日のときはその翌日 （兵庫県民の旗＝県旗）平成20年２月１日     号  外 
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